
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
の
二
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章
～
第
六
章

（
略
）

第
二
章
～
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

粉
じ
ん
作
業

別
表
第
一
に
掲
げ
る
作
業
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

一

粉
じ
ん
作
業

別
表
第
一
に
掲
げ
る
作
業
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
の
発
散
の
程
度
及

の
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
の
発
散
の
程
度
及

び
作
業
の
工
程
そ
の
他
か
ら
み
て
、
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず

び
作
業
の
工
程
そ
の
他
か
ら
み
て
、
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず

る
必
要
が
な
い
と
当
該
作
業
場
の
属
す
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

る
必
要
が
な
い
と
当
該
作
業
場
の
属
す
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局

都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）

長
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
作
業
を
除
く
。

が
認
定
し
た
作
業
を
除
く
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
適
用
の
除
外
）

第
三
条
の
二

こ
の
省
令
（
第
二
十
四
条
及
び
第
六
章
の
規
定
を
除
く
。
）
は

（
新
設
）

、
事
業
場
が
次
の
各
号
（
粉
じ
ん
作
業
に
労
働
者
が
常
時
従
事
し
て
い
な
い

事
業
場
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
と
当
該
事
業
場
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄

都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
と
き
は
、
特
定
粉
じ
ん
作

業
（
設
備
に
よ
る
注
水
又
は
注
油
を
し
な
が
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
前
条
各

号
に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

事
業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
に
係
る
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い



て
「
化
学
物
質
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
場
に

専
属
の
者
が
配
置
さ
れ
、
当
該
者
が
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る

事
項
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
。

イ

粉
じ
ん
に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一

項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
を
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
当
該
事

業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
に
さ
ら
さ
れ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す

る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
よ
る
労
働

者
が
死
亡
す
る
労
働
災
害
又
は
休
業
の
日
数
が
四
日
以
上
の
労
働
災
害
が

発
生
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
二
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分
に

区
分
さ
れ
た
こ
と
。

四

過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る

労
働
者
に
つ
い
て
、
じ
ん
肺
法
第
七
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
、
第
十
一

条
た
だ
し
書
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

じ
ん
肺
健
康
診
断
の
結
果
、
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
決
定
さ
れ
た
者
（
新
た

に
管
理
二
、
管
理
三
又
は
管
理
四
に
決
定
さ
れ
た
者
、
管
理
一
と
決
定
さ

れ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
管
理
二
、
管
理
三
又
は
管
理
四
と
決
定
さ
れ
た
者

、
管
理
二
と
決
定
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
管
理
三
又
は
管
理
四
と
決
定

さ
れ
た
者
、
管
理
三
イ
と
決
定
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
管
理
三
ロ
又
は

管
理
四
と
決
定
さ
れ
た
者
及
び
管
理
三
ロ
と
決
定
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
つ

て
管
理
四
と
決
定
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
が
い
な
い
こ
と
。

五

過
去
三
年
間
に
一
回
以
上
、
第
一
号
イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結

果
及
び
当
該
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
内
容
に
つ

い
て
、
化
学
物
質
管
理
専
門
家
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。

）
に
よ
る
評
価
を
受
け
、
当
該
評
価
の
結
果
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
粉

じ
ん
に
さ
ら
さ
れ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置

が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。



六

過
去
三
年
間
に
事
業
者
が
当
該
事
業
場
に
つ
い
て
法
及
び
こ
れ
に
基
づ

く
命
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

２

前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
事
業
者
は
、
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
適
用
除
外
認

定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
同

項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過

に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６

認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。

二

不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

三

粉
じ
ん
に
係
る
法
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
措
置

が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

８

前
三
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中
「
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第

二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分

に
区
分
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
去
三
年
間
の
当
該
事
業
場
の
作
業
場



所
に
係
る
作
業
環
境
が
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当

す
る
水
準
に
あ
る
」
と
す
る
。


